
貝塚市病院事業公告第10号 

 

条件付一般競争入札を下記のとおり執行する。 

 

令和８年３月５日 

 

貝塚市病院事業管理者  片 山  和 宏 

 

１ 入札に付する事項 

(１) 事 業 名  市立貝塚病院医薬品物流管理業務委託 

(２) 事業内容等  別紙仕様書のとおり 

(３) 事 業 場 所  大阪府貝塚市堀３丁目10番20号 市立貝塚病院内 

(４) 事 業 期 間  令和８年４月１日から令和９年３月31日まで 

 

２ 入札参加資格 

以下の全項目を満たす者について、条件付き一般競争入札に参加することができる。 

(１) 令和８年２月末日までに、病院において医薬品物流管理業務を受託した実績が

あること。 

(２) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の４の規定に該当しないこと。 

(３) 条件付一般競争入札参加申込書の提出日から入札日までの期間において、貝塚

市暴力団排除条例(平成24年貝塚市条例第23号)第８条第１項第２号の規定によ

る措置を受けていないこと。 

(４) 会社更生法又は民事再生法に基づき、更生手続き開始の申立て又は再生手続き

開始の申立てがなされていないこと(更生計画又は再生計画の認可がなされてい

る者は除く。)。 

 

３ 入札関係及び契約条項書類 

入札参加申込書、実績届、入札要項、入札書、仕様書、委任状 

 

４ 入札参加受付期間及び方法 

受付期間  令和８年３月５日(木)から令和８年３月12日(木)正午までとする。ただ

し、土曜日及び日曜日を除き、午前９時から正午及び午後１時から午後５

時までとする。 

受付方法  ５受付場所へ持参すること。なお、郵送やファクシミリよる提出も可能と

するが、その場合、郵送は必ず簡易書留等の記録が残る方法で、受付期限

内必着とする。ファクシミリの場合も受付期限内必着とし、原本は入札時



に提出とする。 

 

５ 入札参加受付場所 

〒597-0015 大阪府貝塚市堀３丁目10番20号 

市立貝塚病院 事務局総務課(３階管理棟内) 

 

６ 入札参加申込みに必要な書類 

(１)参加申込書 

(２)実績届 

 

７ 申込みに必要な書類の取得方法 

原則として、市立貝塚病院のホームページからダウンロードすること。ただし、やむを

得ず窓口交付を希望する場合は、前述の受付期間に事前問合せのうえ入手すること。 

 

８ 入札参加資格の通知期日及び方法 

通知期日  令和８年３月13日(金) 

通知方法  入札参加申込みのあった全事業者へ電話にて通知する。 

 

９ 現場説明 

基本的には行いませんが、現場説明を希望される場合は受付期間内でのみご案内いたし

ます。（各社２名まででお願いします。） 

 

10 質疑 

(１) 質疑の受付期間及び方法 

受付期間  令和８年３月５日(木)から令和８年３月11日(水)17時まで 

受付方法  事前に電話連絡のうえファクシミリにて受け付ける。なお、郵送による

提出も可能とするが、その場合は必ず簡易書留等の記録が残る方法で郵

送することとし、前述の受付期限を必着とする。 

様 式  任意とするが、事業者名、担当者名及び連絡先を必ず明記すること。 

(２) 回答期日及び方法 

回答期日  令和８年３月13日(金) 

回答方法  入札参加申込みのあった全事業者へファクシミリにて回答する。 

 

11 入札日時、場所及び提出書類 

入札日時  令和８年３月16日(月)午後３時から 

入札場所  市立貝塚病院 ４階Ａ会議室 



提出書類  入札要項、入札書、委任状（入札に係る権限を担当者に委任する場合のみ） 

※入札書には、月額を記載すること。  

 

12 無効となる入札該当事項 

(１) 記名捺印を欠く入札書 

(２) 金額を訂正した入札書 

(３) 記載金額が欠け、又は不鮮明な入札書 

(４) 入札要項（記名捺印をしたもの）の提出のない者の入札書 

(５) 当院指定の様式でない入札書 

(６) その他入札に関する条件に違反した入札 

 

13 入札保証金 

貝塚市契約規則第７条第１項第２号の規定により免除とする。 

 

14 最低制限価格 

設定しない。 

 

15 入札回数 

２回を限度とする。１回目の入札で落札者が決まらない場合、直ちに２回目の入札を行

う。なお、２回目の入札は辞退できるものとし、１回目の入札において12無効となる入

札該当事項に該当する無効入札を行った者は加わることができない。 

 

16 契約保証金 

契約金額の100分の５相当以上とする。ただし、貝塚市契約規則第24条の規定に該当す

る場合は免除することができる。 

 

17 契約書の要否 

貝塚市契約規則第19条の規定により作成する。 

 

18 その他 

(１) 事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又は延期

する場合がある。 

(２) 入札者は、課税事業者であるか否かを問わず、入札書に消費税及び地方消費税を

除いた金額を記載すること。 

(３) 落札価格は、入札書に記載された金額に消費税率及び地方消費税率を乗じた額と

する (１円未満の端数は切り捨てる。)。 



(４) 入札時において、入札参加者が１者の場合でも入札を実施する。 

(５) 落札者が、契約までに入札条件を満たさなくなったときは、契約の締結はできな

い。 

 

 

【 送付先・問合せ先 】 

ところ  〒597-0015 大阪府貝塚市堀３丁目10番20号 

市立貝塚病院 事務局総務課 

ＴＥＬ  072-422-5865 

ＦＡＸ  072-439-6061 

担 当  森上 

 

 

以上 


